
報告  1 (1)
平成 24年 6月 20日

地方分権に関する検討状況について

「地域主権改革」関連法の施行に伴う「義務付け・枠付けの見直し (第 3次分)」 ヘ

の対応に関する検討状況は以下のとおりである。

1 「第 3次一活法 (※)案」の概要

資料のとお り。

※一括法 :地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律

2 各主管部長会における検討の経緯

平成 23年

11月 29日 義務付け 。枠付けの見直し (第 3次分)の閣議決定

平成 24年

1月 27日  企財部長会において、検討の進め方を確認

2月 24日  企財部長会において、検討対象事務の部長会の害J振 りを確認

3月 ～ 4月  各主管部長会において、閣議決定の内容等に基づき、特別区への影

響等を検討

3月 9日  第 180回通常国会に義務付け・枠づけの見直し (第 3次分)に係る

一括法案が提出 (※現在衆議院で審議中)

4月 26日  企財部長会において、各主管部長会の検討状況をとりまとめ



3 各主管部長会における検討結果

(1)区が条例等を制定 (改正)する必要のある法律

検討結果一
〇

一Ｎ

1 社会教育法 社会教育委員の委嘱に関する基準について、新たに基準に

関する規定を追カロする必要があり、各区における条例の改正

が必要である。

2 介護保険法 ① 「基準該当介護予防支援に従事する従業者等の基準及び

事業の運営に関する基準」

② 「指定介護予防支援の指定の申請者に関する基準、支援に

従事する従業者等の基準及び事業の運営に関する基準」

③ 「地域包括支援センターの職員等に関する基準」

について、各区における条例の制定が必要である。

※ ①については、本区では「基準該当介護予防支援」を実

施していないため、条例の制定を要しない。

3 建築物にお ける衛

生的環境の確保 に

関する法律

事務所や店舗など、特定建築物の届出を受けた場合の都道

府県労働局長への通知に係る規定を削除することについて、

各区における保健所長委任規則の改正が必要である。

4 公害健康被害の補

償等に関する法律

公害健康被害認定審査会の委員の定数に係る規定の削除に

伴い、各区における条例の改正が必要である。

(2)特別区間での調整または都 との調整等が必要な法律

:暇撃 襟討緯界i

1 義務教育諸学校の教

科用図書の無償措置

に関する法律

現行、都条例で 20人 と規定されている教科用図書選定審

議会の委員の定数について、枠付けの廃止により定数が変更

された場合、各区が決定する定数に関する一定の申し合わせ

を 23区 として行 うか否か判断する必要がある。

2 民生委員法 現行、各区が規定している、民生委員推薦会の委員の資格

及び資格ごとの定数に関する規定を削除することについて、

区ごとに資格や定数が異なる場合は、23区で一定の情報提供

を図る必要がある。

3 介護保険法 ① 「基準該当居宅介護支援に従事する従業者等の基準及び

事業の運営に関する基準」

② 「指定居宅介護支援の指定の申請者に関する基準、支援

に従事する従業者等の基準及び事業の運営に関する基

準」

について、都が条例を定める際は、事前に区と十分な協議を

行 うよう要請する。
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